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長崎市博物館条例新旧対照表

0長崎市博物館条例

(設置)

第1条本市は、市民の教育の振興並びに学術及び文化の発展
に寄与するため、博物館を設ける。

(名称及び位置)

第 2条博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

現行

シーボルト記念館

サント・ドミンゴ教会跡資料館

名称

昭和25年8河1日

条例第38号

(資料の出品等)

第3条シーボルト記念館及びサントドミンゴ教会跡資料館
(以下「博物館」という。)は、,資料の出品、寄贈又は寄託

を受けることができる。

崎市鳴滝2丁珂7番40号

崎市勝山町30番地 1

0長崎市博物館条例

位置

改正案(傍線の部分は改正部分)

(設置)

第1条本市は、市民の教育の振興並びに学術及び文化の発展
に寄与するため、博物館を設ける。

(名称及び位置)

第 2条資料館の名称及び位置は、歌のとおりとする。

〔中 略〕

崎市西小島 1丁目 8番 15 号

シーボルト記念館

サントドミンゴ教会跡資料館

〔中

長崎(小島)養生所跡資料館

名称

昭和25年8月1日

条例第38号

(資料の出品等)

第3条シーボルト記念館、サントドミンゴ教会跡資料館及

略)

び長崎し上島)養生所跡資料館(以下「博物館」という)
資料の出品、寄贈又は寄託を受けることができる。は、

附則

この条仰1は、令和 2年4 司 6日から施行する。

崎市鳴滝2丁目7番40号

崎市勝山町30番地1

0

イ立置

、


